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水利施設等保全高度化事業実施要綱の制定について

29北振第2387号

平成 30年4月4日

このことについて、別紙写しのとおり、平成30年3月初日付け29農振第2702号をも

って、農林水産事務次官から通知がありましたので、御了知の上、本事業の適切な実

施につき御配慮をお願いします。
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29農相長第2702号

平成30年 3月30日

東北農政局長 殿

農林水産事務次官

木和j施設等保全高度化事業実随嬰綱の制定について

この度、水利施設等保全高度化卒業について、別j震のとおり水利施設等保

全高度化事業実施要綱(平成30年 3月30日付け29農阪第2702号12林水産事務

次官依命通知)が定められ、平成30年 4月 1日から施行することとされたの

で、御了知いただくとともに、本事業の円滑かっ的篠な実施に御配慮願いた

。、
し

なお、貴局管内の県知事に対してはま託職から通知するとともに、本事業の

実施につき適切な御指導を頗し、たい3

以上、命により通知する。
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